
　

　
○　被害品

　県内における令和６年５月末の刑法犯認知件数は、4,449件（前年同期比＋477件）です。
　そのうち万引きの件数は547件（前年同期比－22件）で、全体の約12％を占めています。
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○　三重県内の刑法犯認知件数に占める万引きの推移

　安全安心ニュース　　No.９
～令和６年５月末の万引きの状況～

○　発生場所
　 被害品で最も多いのは食料品類です。
　 次に、医薬品、衣料品類、化粧品類が多
い状況です。

　 発生場所で最も多いのは、デパート
や大型スーパー等の商業施設です。
　 次に、ドラッグストア、コンビニエンス
ストアが多く発生しています。

【万引きさせないお店づくりを！】
○ 来店客への積極的な声掛けを！

○ 陳列棚やショーケースの高さは、レジから見通せるような高さに！

○ 死角・視認性が確保できない場所には、防犯ミラーや

防犯カメラを！

○ 試着室はレジから見えるようにし、利用時は従業員が

立ち会いを！

○ 店舗の照明は防犯上の大事な要素。照明の不備には、

注意しましょう！

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6.5末

刑法犯 17,550 15,178 14,112 13,346 11,247 10,322 8,560 7,410 7,647 9,955 4,449

万引きの割合 10.0% 11.0% 11.3% 14.1% 13.9% 13.7% 16.8% 16.7% 13.9% 13.2% 12.3%
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※その他は、家電製品類、バッグ・財布類等


